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平成２５年第４回東洋町議会臨時会 平成２５年７月２日 火曜日

議事のてんまつ

議長 （小野 正路議長）

おはようございます。ただいまの出席議員は全員であります。

これより、平成２５年第４回東洋町議会臨時会を開会致します。

（開会時間：１０時００分）

まず、東洋町議会から住民の皆様にお知らせ致します。このたび、Ｉ

Ｐ告知の４チャンネルで議会放送が視聴できるようになりました。わが

まちの課題や町民の意見がどのように議論され、反映されていくかを、

ぜびこの機会にお聴きいただければと存じております。これからも我々、

議員一同は、議会活動に邁進していく所存でございますのでどうかよろ

しくお願いを致します。

直ちに本日の会議を開きます。本日の議事日程はあらかじめお手元に

配布したとおり、会議録署名議員の指名、会期の決定の他、議案として

契約１件の計３件であります。日程に入る前に町長から発言の申出があ

りましたのでこれを許します。松延町長。

町長 （松延 宏幸町長）

おはようございます。臨時会開会に当たりまして一言、開会のご挨拶

を申し上げます。６月１４日に第２回定例会が終了したばかりでござい

ますが、本年、第４回目となる臨時会を招集させていただきました。議

会議員各位におかれましては、本格的な夏のシーズンを迎え、何かと行

事が重なる時期でもあり、大変ご多忙と思われますけれども、全員のご

参集を賜りまして心から感謝を申し上げます。

かねてより町民の皆様のみならず、関係機関に対しましてもご心配ば

かりをお掛けして参りました、海の駅再建計画の入札でございますが、

様々な経過を経まして、無事、契約の運びとなりました。本日の執行部

からの上程議案は、その本体工事の請負契約締結議案１件のみでござい

ます。ご承知のとおり、平成２４年７月２６日、突如、火災に見舞われ

ました、海の駅でございましたが、執行部としては、その再建計画につ

きまして、県の補助金を頂き、繰越事業として早期の着工を予定をし、

努力をしてきたところでございます。また、これまでにも経過につきま
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しては、議会や各種団体の総会等でも、たびたび、ご報告を申し上げて

参ったところでございます。改めて入札の経過でございますが、２月２

７日、３月２１日、４月１６日、そして５月３１日と４度の指名競争入

札を実施して参りました。しかしながら、いずれも不調という結果でご

ざいました。今般、定例会後、公募期間の終了を待って、６月２６日、

一般競争入札を実施を致しました。そして、やっとといいますか、落札

業者が決定されまして、本日の臨時会ということでございます。着手の

遅れは、当然に、完成の遅れとなってしまいましたけれども、議会議員

の皆様、また町民の皆様にもご理解をお願い申し上げ、一日でも早く本

契約を締結し、本体工事の着手と無事の完成を祈るところでございます。

以上、簡単ではございますけれども、本日の臨時会開会の挨拶とさせて

いただきます。

議長 （小野 正路議長）

町長の発言が終わりました。日程に入ります。日程第１、会議録署名

議員の指名を行います。本臨時会の会議録署名議員は会議規則第１２６

条の規定により９番、今宮裕明君、並びに１番、西岡尚宏君を指名致し

ます。

日程第２、会期の決定の件を議題と致します。議会運営委員会で検討

されておりますので委員長の報告を求めます。松本議会運営委員長。

議会運営委 （松本 太一議会運営委員長）

員長 それでは報告致します。平成２５年第４回臨時会の議会運営委員会の

報告を行います。本日、午前９時３０分に運営委員会を開催致しまして、

本臨時議会の会期並びに運営等について協議致しました結果、本臨時会

の会期は、本日１日限りと致します。以上でご報告を終わります。

議長 （小野 正路議長）

議会運営委員長の報告が終わりましたのでここでお諮り致します。た

だいまの委員長の報告のとおり、本臨時会の会期は本日１日限りと致し

たいと思いますが、これにご異議ありませんか。（自席より、異議なし

の発言あり。）異議なしと認めます。よって、会期は本日１日間と決定

致しました。



- 7 -

日程第３、議案第４３号、平成２４年度、繰越、海の駅東洋町建築工

事請負契約の締結についての件を議題と致します。直ちに提出者の説明

を求めます。松延町長。

町長 （松延 宏幸町長）

それでは、ご提案申し上げます。議案第４３号、平成２４年度、繰越、

海の駅東洋町建築工事請負契約の締結についてでございます。工事請負

契約を締結したいので、地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に

より議会の議決を求める。平成２５年７月２日提出でございます。提案

理由でございます。平成２５年６月２６日に一般競争入札を行った、平

成２４年度、繰越、海の駅東洋町建築工事につきましては、契約の予定

価格が５，０００万円を超えるため、地方自治法第９６条第１項第５号

の規定に基づきまして、議会の議決を求めるものでございます。なお、

内容につきましては産業建設課長に説明をさせます。

議長 （小野 正路議長）

伊吹産業建設課長。

産業建設課 （伊吹 真貴博産業建設課長）

長 それでは議案第４３号、工事請負契約の締結についてご説明致します。

議案書の３枚目をお願い致します。１、契約の目的は平成２４年度、繰

越、海の駅東洋町建築工事、２、契約の方法は一般競争入札、３、契約

金額は８，６９４万円、４、契約の相手方は高知市八反町１丁目４番３

１号、株式会社三宝工務店、代表取締役社長、杉原庄二、５、工期は契
みたから

約の日から平成２５年１２月２７日までとなっています。続きまして、

会社の概要ですが、創立は昭和３５年４月、資本金は４，５００万円、

従業員数は９人、内訳は技術職員７人、現場代理人１人、その他の職員

１人となっております。許認可については、特定建設業となっています。

その内容は建設工事業、タイル・レンガ・ブロック工事業、大工工事、

内装仕上げ事業です。平成２５年度、県の建設工事指名名簿では、Ａラ

ンクの位置付けとなっています。完成工事高は、３億６，５２４万８，

０００円となっております。あと資料と致しまして、仮契約書等の写し

を添付しておりますのでご参照下さい。以上、よろしくお願い致します。
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議長 （小野 正路議長）

提出者の説明が終わりました。これより日程第３、議案第４３号、平

成２４年度、繰越、海の駅東洋町建築工事請負契約の締結について質疑

を行います。質疑はありませんか。ありませんか。７番、田島毅三夫君。

７番議員 （田島 毅三夫君）

１、２点質疑させていただきます。先ほどの議運の中で説明、今現在

この議会でも説明受けました。１２月２７日が期限となっております。

そしてまた、それもあくまで期限であって、なるべく早くやってもらう

ということも、１１月あるいは、それ以前にはできないかなと思ったり

しておりますけれども、そういうことも踏まえて、ちょっと聞いておき

ますが、先ほどの説明では、従業員が９名の三宝工務店、そうなるとや

はり、多分、下請けに出したり、あるいはまた、新たな従業員を連れて

くるんじゃなかろうかと思いますが、どうでしょうか。以前の質疑の中

で回答として、聞いてみたいと、聞いてみると、こういうことになって

おりました。地元業者の下請け、あるいは職人のですね、そういう雇用

ですよね、地元職人の。そういうことを一遍、町の方からお願いできな

いかなということでございますが、応募しても手を挙げる方がいなくな

ればいけないんですけれど、できれば今、遊んでいる職人さんを何とか

仕事に就かせてあげたいという気がありますが、町長の考えをお聞きし

たいと思います。そしてこの向こうから来られる、あるいは下請けの方、

多分、この地元の旅館等に泊まるんじゃないかと思うんですが、そうい

うこともできれば地元旅館あるいは民宿などへのですね、町からのお願

いというか、斡旋というわけにはいかんと思いますが、できないかなと

いうことでございます。それからもう一つ聞いておきますが、先ほどの

中で１２月２７日が工期、それから早ければ１１月、また台風等の影響

もあるからなるべく早くやりたい。こういう説明がありました。そのス

ケジュールをちょっとお聞かせ願いたい。これは議長構いませんね。こ

の開店までのスケジュールを聞くのは構いませんね。

議長 （小野 正路議長）

議長、まだその辺のところまではいってないんじゃないですか。

７番議員 （田島 毅三夫君）

これを聞いちょかんとほら、ちょっと、うちらも何しますので、ちょ
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っと議案と外れるかも分かりませんが、この開店までのスケジュールを

大まかで構いませんが、お聞きしたいと思います。結局ね、今までたく

さん多々、前施設で問題があったんですよ。そういう問題もクリアして

いかなければならないし、それから議会の意見等を参考にすると、こう

町長言われましたね。そういう意味からも、議会もある程度、やはり中

に入らさせていただいて、意見等言わせてもらいたい。そういう考えを

持っております。今後、立ち上げるその委員会ですよね、運営委員会の

中に入らせてもらいたいこともありますし、この運営委員会をいつ立ち

上げるのか。また、立ち上げてどう進めていくのかということだけお聞

かせ願いたいと思います。以上です。

議長 （小野 正路議長）

松延町長。

町長 （松延 宏幸町長）

田島議員にお答え致します。まず、下請けの関係ですが、入札が済ん

だばかりでございます。私も名刺交換をしたぐらいでございますので、

具体的なお話は全くしておりません。この議会が済めば、本契約になる

ということでございますので、ご指摘の点も含めましてですね、協議は

していきたいな、というふうに考えております。それと、運営協議会で

すが、当然、今までにもですね、補助金の交付決定後に、できるだけ早

く無事に入札を実施し、というような表現でですね、お答えをしてきて

おりました。この無事にというところにですね、不安なところが当たっ

てしまったということになっております。それはそれとしましてですね、

このときにも建築工事の進捗状況と平行して、運営協議会の立ち上げの

準備をしていきたい、というふうに答えておりますので、直ちにそのよ

うな準備に取り掛かりたいと思っておりますが、議会議員さんにつきま

してはですね、各種の委員会もあります。本会議もございます。一般質

問もできます。そういった中でですね、この方だけを委員会の中に入れ

るということはなかなかですね、全員を入れるというわけにもいきませ

んので、以上でご理解願いたいと思います。以上です。

議長 （小野 正路議長）

はい、７番、田島毅三夫君。
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７番議員 （田島 毅三夫君）

そういう答弁いただきました。下請けについては、よろしくお願いし

ておきます。そして、このスケジュールについてですけれども、確かに

一般質問、あるいはまた委員会等でも協議はできると思いますが、産建

関係はできると思います。しかし、その総務関係はどうなるか。そして

一般質問となれば９月になりますね。その間、進んでいって、確定して、

もう動かんようになった状態で、我々の意見は通じないわけですよね。

今までの例からいっても、そういうことからも、その当初から立ち上げ

の、その計画を練る段階から入れていただきたい。意見を言わせていた

だきたい、というのが考えでございます。もう一度、考えがあればお聞

かせ願いたいと思います。

議長 （小野 正路議長）

いくんですか。はい、町長。

町長 （松延 宏幸町長）

議会議員さんの参加は考えておりませんので、ご理解をひとつよろし

くお願いします。（議席より、田島議員の発言あり。）いや、言ってな

いです。そういったことは言ってございませんので、ひとつよろしくお

願いを致します。１人だけとか、全員とかということになりますとです

ね、いろんなところで不公平感も出てくると、全員協議会とかですね、

いろんな方法もございますので、ひとつよろしくお願いしたいと思いま

す。

議長 （小野 正路議長）

他に質疑はありませんか。（自席より、なしの発言あり。）質疑なし

と認めます。これで質疑を終わります。これより討論を行います。討論

はありませんか。（自席より、なしの発言あり。）討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これより議案第４３号、平成２４年度、繰越、海の駅東洋町建築工事

請負契約の締結についての件を挙手により採決致します。本案は、原案

のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員（賛成８

：反対０）であります。よって、本案は、原案のとおり可決されました。

以上で本臨時会に付託された案件は全て終了致しました。これにて本
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日の会議を閉じます。これで平成２５年第４回東洋町議会臨時会を閉会

致します。どうもお疲れさまでございました。これで議会放送を終了致

します。

（閉会時間：１０時２０分）


